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（
経
費
の
負
担
）

 
 第

8条
  
協
議
会
の
運
営
に
必
要
な
経
費
は
、
構
成
員
の
負
担
金
及
び
利
用
者
協
力
金
等
を
も
っ
て
充
 
て

る
。

 
 （
事
業
年
度
）

 
 第

9条
  
協
議
会
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
始
ま
り
、
翌
年
の
３
月
３
１
日
に
終
わ
る
。

 
 （
そ
の
他
）

 
 第

10
条

 
 
こ

の
規
約

に
定
め
る

も
の
の

ほ
か

､協
議
会
の

運
営
等

に
関
し

必
要
な

事
項
は

､会
長
が
協

 

議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
｡ 

  
 
 

 
 附

 
則

 
 
 
  
 こ

の
規
約
は
、
平
成
１
７
年
２
月
９
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 
 
  
 こ

の
規
約
は
、
平
成
２
０
年
２
月
７
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 
 
  
 こ

の
規
約
は
、
平
成
２
０
年
５
月
８
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
   

 
南
ア
ル
プ
ス
山
岳
交
通
適
正
化
協
議
会
規
約

 
 （

目
的

）
 

第
１

条
 南

ア
ル

プ
ス

国
立
公

園
周

辺
の
自

然
環

境
を
保

全
し

、
持
続

可
能

な
自
然

公
園

利
用
の

快
適

 
性

の
確

保
を

図
る
た

め
、
自

動
車

等
に
よ

る
交

通
の
適

正
化

を
達
成

す
る

こ
と
を

目
的

と
し
て

南
ア

ル

プ
ス

山
岳

交
通

適
正

化
協

議
会
（

以
下

「
協
議

会
」

と
い
う

。
）

を
設
置

す
る

。
 

 （
所

掌
事

項
）

 
 第

２
条

 
協

議
会

は
、
前

条
の

目
的
を

達
成

す
る
た

め
に

次
の
事

項
に

関
し
て

審
議

す
る
。

 
 
 
 （

１
）

南
ア
ル

プ
ス

周
辺
の

自
動

車
交

通
の

適
正
化

に
関

す
る
事

項
 

 
 
 （

２
）

そ
の
他

協
議

会
の
目

的
を

達
成

す
る

た
め
に

必
要

な
事
項

 
 （

構
成

）
 

 第
３

条
 

協
議

会
は

、
南
ア

ル
プ

ス
地
区

に
お

け
る
自

動
車

等
に
よ

る
交

通
の
適

正
化

に
関
係

す
る

行
 

政
機

関
及

び
民

間
団

体
・
事

業
者

の
代
表

、
学
識

経
験

者
等
、
別

表
に

掲
げ

る
者
を

も
っ

て
構
成

す
る

。
 

 （
役

員
）

 
 第

４
条

 
 協

議
会

に
会

長
１
名

､副
会

長
１

名
、

監
事

２
名
を

お
く

。
 

 ２
 

会
長

、
副

会
長

は
、
委

員
の

互
選
に

よ
り

定
め
る

｡ 
 ３

 
監

事
は

、
会

長
が

任
命

す
る

。
 

 （
役

員
の

職
務

）
 

 第
5条

 会
長

は
､協

議
会

を
代

表
し

､会
務

を
総
理

す
る

｡ 
 ２

  
副

会
長

は
会

長
を

補
佐
し

､会
長

に
事

故
が

あ
る

と
き
は

、
そ

の
職
務

を
代

理
す
る

｡ 
 

 ３
 

監
事

は
、

出
納

そ
の
他

の
会

計
事
務

を
監

査
す
る

。
 

 （
会

議
）

 
 第

６
条

 
 協

議
会

の
会

議
は

､会
長
が

招
集

し
､そ

の
議

長
を

務
め
る

｡ 
 
２

 
議

長
は

、
南

ア
ル

プ
ス

地
区

に
お

け
る

自
動

車
等

に
よ

る
交

通
の

適
正

化
に

係
る

専
門

的
な

助
言

を

得
る

た
め

、
必

要
に

応
じ

て
学
識

経
験

者
等
を

出
席

さ
せ
る

こ
と

が
で
き

る
。

 
３

 協
議

会
は

、
所

掌
事
項

の
遂

行
の
た

め
、

作
業
部

会
を

設
置
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 （
事

務
局

）
 

 第
７

条
 
 協

議
会

の
事

務
を
処

理
す

る
た

め
に

、
事

務
局

を
山
梨

県
観

光
資
源

課
に

設
け
、

次
の

職
員

を

 
お

く
。

 
 

 
 事

務
局

長
 

１
名
 

事
務

局
員
 

若
干

名
 

 ２
  
事

務
局

長
は

、
山

梨
県
観

光
部

観
光

資
源

課
長
を

も
っ

て
充
て

る
。

 
 ３

  
事

務
局

に
お

い
て

は
、
協

議
会

の
運

営
及

び
収
入

支
出

等
に
か

か
る

事
務
を

行
う

。
 

  

（
平
成
2
6
年
4
月
1
日
現
在
、
敬
称
略
）

№ 1
高

橋
康

夫

2
穴

田
豊

3
中

込
博

文
◎

4
千

葉
裕

一

5
辻

一
幸

○

6
八

田
房

男

7
小

林
寛

樹

8
深

沢
雄

二

9
雨

宮
正

英
☆

1
0

志
村

宏
文

1
1

古
屋

寿
隆

☆

1
2

初
原

豊

1
3

大
竹

幸
二

1
4

高
橋

正
弘

1
5

望
月

洋
一

◎
会
長
　
○
副
会
長
 
 
☆
監
事

南
ア
ル
プ
ス
市
商
工
会
長

山
梨
県
観
光
部
長

早
川
町
商
工
会
長
・
観
光
協
会
長

山
梨
県
峡
南
建
設
事
務
所
長

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
規
制
課
長

山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
長

山
梨
県
山
岳
連
盟
会
長

社
団
法
人
山
梨
県
タ
ク
シ
ー
協
会
専
務
理
事

南
ア

ル
プ

ス
山

岳
交

通
適

正
化

協
議

会
　

委
員

名
簿

所
属

山
梨
交
通
株
式
会
社
専
務
取
締
役

南
ア
ル
プ
ス
市
長

南
ア
ル
プ
ス
市
企
業
局
長

氏
名

国
土

交
通

省
関

東
運

輸
局

山
梨

運
輸

支
局

首
席

運
輸

企
画

専
門

官

環
境
省
関
東
地
方
環
境
事
務
所
長

早
川
町
長

南
ア
ル
プ
ス
市
観
光
協
会
事
務
局
長
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南
ア

ル
プ

ス
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岳
交

通
適

正
化

協
議

会
規

約
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参考資料 ● 自動車利用・林道関係

山
梨

県
営

林
道

維
持

管
理

要
綱

（
目

的
）

第
１

条
 こ

の
要

綱
は

、
山

梨
県

営
林

道
（

以
下

「
林

道
」

と
い

う
。

）
の

維
持

管
理

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

、
も

っ
て

林
道

の
保

全
と

車
両

の
通

行
の

安
全

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
管

理
者

）

第
２

条
 林

道
の

維
持

管
理

は
、

所
轄

林
務

環
境

事
務

所
長

（
以

下
「

管
理

者
」

と
い

う
。

）
が

行
う

も
の

と
す

る
。

（
管

理
者

の
責

務
）

第
３

条
 管

理
者

は
、

林
道

及
び

そ
の

付
属

施
設

を
随

時
巡

視
し

て
そ

の
状

況
を

常
に

把
握

し
、

効
率

的
な

管
理

を
行

い
車

両
の

通
行

の
安

全
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

２
 管

理
者

は
、

林
道

及
び

そ
の

付
属

施
設

に
異

常
を

発
見

し
た

と
き

は
、

速
や

か
に

必
要

な
処

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。

３
 管

理
者

は
、

林
道

情
報

モ
ニ

タ
ー

（
以

下
「

林
道

モ
ニ

タ
ー

」
と

い
う

。
）

の
配

置
、

林
道

パ
ト

ロ
ー

ル
（

以
下

「
パ

ト

ロ
ー

ル
」

と
い

う
。

）
及

び
施

設
の

点
検

修
繕

（
以

下
「

維
持

管
理

」
と

い
う

。
）

を
行

う
も

の
と

す
る

。

（
通

行
規

制
）

第
４

条
 管

理
者

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

林
道

の
構

造
を

保
全

し
、

又
は

通
行

の
安

全
を

図
る

た

め
、

区
間

を
定

め
て

林
道

の
通

行
を

禁
止

し
又

は
制

限
（

以
下

「
通

行
規

制
」

と
い

う
。

）
を

行
う

も
の

と
す

る
。

（
１

）
林

業
関

係
者

以
外

の
車

両
が

通
行

す
る

と
き

。

（
２

）
林

道
の

破
損

、
決

壊
、

土
砂

の
崩

落
、

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
車

両
の

通
行

が
危

険
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。

（
３

）
林

道
等

に
関

す
る

工
事

の
た

め
、

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。

（
４

）
異

常
気

象
時

又
は

異
常

気
象

が
見

込
ま

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
車

両
の

通
行

が
危

険
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。

（
５

）
そ

の
他

管
理

者
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

２
 第

１
項

第
１

号
の

規
定

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

車
両

に
つ

い
て

は
適

用
し

な
い

。

（
１

）
林

道
の

沿
線

に
居

住
す

る
住

民
が

、
自

ら
の

生
活

の
た

め
通

行
す

る
車

両
。

（
２

）
林

道
の

利
用

区
域

内
に

農
耕

地
が

あ
る

た
め

に
通

行
す

る
車

両
。

（
３

）
緊

急
の

用
務

の
た

め
に

通
行

す
る

車
両

。

（
４

）
そ

の
他

管
理

者
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
車

両
。

３
 通

行
規

制
の

手
続

き
に

つ
い

て
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。

（
１

）
管

理
者

は
、

第
１

項
第

２
号

、
第

３
号

及
び

第
４

号
を

適
用

し
通

行
規

制
を

行
う

と
き

は
、

林
道

が
所

在
す

る
市

町
村

長
及

び
所

轄
の

警
察

署
長

に
連

絡
す

る
も

の
と

す
る

。

（
２

）
管

理
者

は
、

通
行

規
制

を
行

う
と

き
は

、
（

様
式

第
１

号
）

に
よ

り
森

林
環

境
部

長
（

以
下

「
部

長
」

と
い

う
。

）
に

報
告

を
行

う
も

の
と

す
る

。

４
 管

理
者

は
、

通
行

規
制

を
行

う
と

き
は

、
林

道
の

起
終

点
及

び
規

制
箇

所
の

起
終

点
に

規
制

内
容

を
明

示
し

た
標

識
等

（
以

下
「

規
制

標
識

等
」

と
い

う
。

）
を

設
置

す
る

も
の

と
す

る
。

５
 通

行
規

制
の

現
場

業
務

に
つ

い
て

は
原

則
と

し
て

次
の

と
お

り
委

託
等

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

（
１

）
管

理
者

は
、

林
道

モ
ニ

タ
ー

、
パ

ト
ロ

ー
ル

業
務

及
び

維
持

管
理

業
務

受
託

者
の

中
か

ら
、

通
行

規
制

を
行

う
た

め
の

点
検

、
通

行
規

制
用

ゲ
ー

ト
（

以
下

「
ゲ

ー
ト

」
と

い
う

。
）

の
開

閉
、

規
制

標
識

等
の

設
置

及
び

撤
去

等
を

行
う

者
（

以

下
「

規
制

担
当

者
」

と
い

う
。

）
を

年
度

当
初

に
選

任
し

、
通

行
規

制
時

連
絡

系
統

図
（

様
式

第
２

号
）

に
よ

り
部

長
に

報

告
を

行
う

も
の

と
す

る
。

（
２

）
管

理
者

は
、

規
制

担
当

者
に

通
行

規
制

の
方

法
等

を
周

知
し

、
円

滑
な

通
行

規
制

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
災

害
発

生
時

の
措

置
）

第
５

条
 管

理
者

は
、

林
道

に
災

害
が

発
生

し
た

と
き

は
、

「
治

山
林

道
施

設
及

び
林

地
被

害
報

告
に

つ
い

て
（

平
成

２
３

年

３
月

２
３

日
・

治
山

１
８

９
９

号
）

」
に

よ
り

、
速

や
か

に
被

害
状

況
を

部
長

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講

ず
る

も
の

と
す

る
。

（
林

道
モ

ニ
タ

ー
）

第
６

条
 管

理
者

は
、

林
道

の
状

況
を

迅
速

に
把

握
し

、
適

正
な

維
持

管
理

を
行

う
た

め
、

林
道

モ
ニ

タ
ー

を
置

く
。

２
 林

道
モ

ニ
タ

ー
は

、
林

道
付

近
に

居
住

す
る

交
通

安
全

協
力

員
等

で
、

林
道

の
状

況
に

関
す

る
情

報
を

容
易

に
提

供
で

き

る
者

の
う

ち
か

ら
知

事
が

委
嘱

す
る

。

（
使

用
許

可
申

請
）

第
７

条
 林

道
を

使
用

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
林

道
使

用
許

可
申

請
書

（
様

式
第

３
号

）
に

誓
約

書
（

様
式

第
３

－
１

号
）

及

び
法

人
等

に
あ

っ
て

は
役

員
名

簿
（

様
式

第
３

－
２

号
）

を
管

理
者

に
提

出
し

、
許

可
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ

し
、

国
、

地
方

公
共

団
体

又
は

そ
の

他
公

共
団

体
が

許
可

申
請

を
行

う
場

合
は

、
誓

約
書

及
び

役
員

名
簿

の
添

付
を

要
し

な

い
。

（
使

用
許

可
）

第
８

条
 管

理
者

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

使
用

許
可

申
請

が
あ

り
、

次
の

各
号

に
該

当
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

林
道

の
管

理

上
支

障
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
限

り
許

可
を

行
う

も
の

と
す

る
。

（
１

）
林

道
を

一
般

乗
合

バ
ス

路
線

と
し

て
知

事
が

認
め

た
と

き
。

（
２

）
電

柱
、

電
線

、
電

話
線

、
変

圧
塔

、
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

施
設

を
設

置
す

る
と

き
。

（
３

）
水

道
管

、
下

水
道

管
、

ガ
ス

管
、

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
施

設
を

設
置

す
る

と
き

。

（
４

）
木

材
、

そ
の

他
の

搬
出

・
搬

入
架

線
及

び
こ

れ
に

伴
う

土
場

、
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

施
設

を
設

置
す

る
と

き
。

（
５

）
工

事
等

を
行

う
た

め
に

林
道

を
継

続
し

て
使

用
す

る
と

き
。

（
６

）
そ

の
他

林
道

の
構

造
及

び
車

両
の

通
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
施

設
を

設
置

す
る

と
き

。

（
７

）
そ

の
他

管
理

者
が

特
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。

２
 管

理
者

は
、

前
項

の
許

可
に

当
た

っ
て

、
林

道
の

構
造

の
保

全
、

通
行

の
安

全
等

必
要

に
応

じ
て

条
件

を
付

す
る

こ
と

が

出
来

る
。

（
許

可
の

取
り

消
し

）

第
９

条
 管

理
者

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

許
可

を
取

り
消

す
こ

と
が

で
き

る
。

（
１

）
林

道
の

許
可

条
件

に
違

反
し

た
と

き
。

（
２

）
林

道
の

使
用

方
法

が
適

正
さ

を
欠

き
、

林
道

の
維

持
管

理
に

支
障

を
き

た
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

。

（
３

）
管

理
者

が
、

林
道

維
持

修
繕

の
た

め
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
。

（
使

用
許

可
の

変
更

）

南アルプス国立公園指定50周年記念誌
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○
南
ア
ル
プ
ス
市
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
自
動
車
運
送
事
業
抜
粋
）
 平

成
1
5
年

4
月

1
日
 

条
例
第

2
1
9
号
 

目
次
 

第
1
章
 
総
則
(
第

1
条
)
 

第
2
章
 
設
置
及
び
経
営
の
基
本
並
び
に
組
織
 

第
1
節
 
水
道
事
業
(
第

2
条
―
第

4
条
)
 

第
2
節
 
自
動
車
運
送
事
業
(
第

5
条
―
第

7
条
)
 

第
3
章
 
財
務
等
(
第

8
条
―
第

1
1
条
)
 

第
4
章
 
雑
則
(
第

1
2
条
)
 

附
則
 

 第
1
章
 
総
則
 

(
趣
旨
)
 

第
1
条
 
こ
の
条
例
は
、
本
市
が
経
営
す
る
水
道
事
業
及
び
自
動
車
運
送
事
業
(
以
下
「
公
営
企
業
」
と
い

う
。
)
の
設
置
及
び
財
務
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
2
章
 
設
置
及
び
経
営
の
基
本
並
び
に
組
織
 

第
1
節
 
水
道
事
業
 

－
略
－
 

第
2
節
 
自
動
車
運
送
事
業
 

(
設
置
)
 

第
5
条
 
市
の
区
域
内
の
交
通
需
要
に
応
ず
る
た
め
、
自
動
車
運
送
事
業
を
設
置
す
る
。
 

(
経
営
の
基
本
)
 

第
6
条
 
自
動
車
運
送
事
業
は
、
常
に
企
業
の
経
済
性
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る

よ
う
に
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
営
業
区
間
は
、
南
ア
ル
プ
ス
林
道
広
河
原
か
ら
北
沢
峠
ま
で
の
区
間
と
す
る
。
 

3
 
車
両
保
有
台
数
は
、
6
両
と
す
る
。
 

4
 
年
間
走
行
距
離
は
、
2
万

5
,
0
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
。
 

(
組
織
)
 

第
7
条
 
法
第

7
条
た
だ
し
書
及
び
令
第

8
条
の

2
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
運
送
事
業
に
管
理
者
を
置

か
な
い
も
の
と
す
る
。
 

2
 
法
第

1
4
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
運
送
事
業
の
管
理
者
の
権
限
を
行
う
市
長
(
以
下
「
自
動
車
運

送
事
業
管
理
者
」
と
い
う
。
)
に
属
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
企
業
局
を
置
く
。
 

第
3
章
 
財
務
等
 

(
重
要
な
資
産
の
取
得
及
び
処
分
)
 

第
8
条
 
法
第

3
3
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
予
算
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
営
企
業
の
用
に
供
す
る

資
産
の
取
得
及
び
処
分
は
、
予
定
価
格
(
適
正
な
対
価
を
得
て
す
る
売
払
い
以
外
の
方
法
に
よ
る
譲
渡
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
見
積
価
格
)
が

2
,
0
0
0
万
円
以
上
の
不
動
産
若
し
く
は
動
産
の
買
入
れ
若
し
く

第
１

０
条

 第
８

条
の

規
定

に
よ

り
許

可
を

受
け

た
者

が
そ

の
内

容
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

変
更

し
よ

う
と

す
る

日

の
１

０
日

前
ま

で
に

林
道

使
用

変
更

承
認

申
請

書
（

様
式

第
４

号
）

を
管

理
者

に
提

出
し

、
許

可
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

（
使

用
許

可
の

継
続

）

第
１

１
条

 第
８

条
の

規
定

に
よ

り
許

可
を

受
け

た
者

が
期

間
を

延
長

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

使
用

期
間

の
満

了
す

る
日

の

１
０

日
前

ま
で

に
林

道
継

続
使

用
許

可
申

請
書

（
様

式
第

５
号

）
を

管
理

者
に

提
出

し
、

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
原

状
回

復
）

第
１

２
条

 管
理

者
は

、
林

道
使

用
者

が
そ

の
使

用
に

際
し

林
道

又
は

そ
の

附
帯

施
設

を
破

損
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
原

状

回
復

す
る

よ
う

林
道

使
用

者
に

対
し

指
示

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
管

理
者

は
、

林
道

原
状

回
復

指
示

書
（

様
式

第

６
号

）
に

よ
り

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

２
 林

道
使

用
者

は
、

原
状

回
復

が
完

了
し

た
と

き
は

速
や

か
に

林
道

原
状

回
復

届
（

様
式

第
７

号
）

を
管

理
者

に
提

出
す

る

も
の

と
す

る
。

（
工

事
の

承
認

）

第
１

３
条

 林
道

に
係

わ
る

工
事

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

林
道

工
事

施
工

承
認

申
請

書
（

様
式

第
８

号
）

を
管

理
者

に

提
出

し
、

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 管

理
者

は
、

管
理

者
以

外
の

者
が

行
う

林
道

に
係

わ
る

工
事

に
つ

い
て

、
林

道
の

管
理

及
び

通
行

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

そ
の

者
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

工
事

の
承

認
を

与
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
 管

理
者

は
、

前
項

の
承

認
に

当
た

っ
て

、
林

道
の

構
造

の
保

全
、

原
状

回
復

、
通

行
の

安
全

等
必

要
に

応
じ

て
条

件
を

付

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

４
 第

1 
項

の
工

事
に

係
わ

る
費

用
は

、
工

事
の

承
認

を
受

け
た

者
の

負
担

と
す

る
。

（
標

示
事

項
）

第
１

４
条

 管
理

者
は

、
林

道
ご

と
に

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

、
こ

れ
を

標
示

し
た

標
識

を
当

該
林

道
の

起
終

点
及

び
そ

の

他
必

要
な

場
所

に
設

置
す

る
も

の
と

す
る

。

（
１

）
規

格
、

構
造

に
関

す
る

こ
と

。

（
２

）
通

行
の

規
制

に
関

す
る

こ
と

。

（
３

）
禁

止
行

為
に

関
す

る
こ

と
。

（
４

）
そ

の
他

管
理

者
が

必
要

と
認

め
る

事
項

。

（
補

則
）

第
１

５
条

 こ
の

要
綱

の
施

行
に

関
し

て
必

要
な

事
項

は
、

管
理

者
が

別
に

定
め

る
。

付
則

１
 こ

の
要

綱
は

、
昭

和
６

１
年

１
２

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

２
 平

成
１

３
年

４
月

１
日

改
正

３
 平

成
１

８
年

４
月

１
日

改
正

４
 平

成
２

３
年

４
月

１
日

改
正

５
 平

成
２

４
年

４
月

１
日

改
正

南
ア

ル
プ

ス
市

公
営

企
業

の
設

置
等

に
関

す
る

条
例

（
自

動
車

運
送

事
業

抜
粋

）
山

梨
県

営
林

道
維

持
管

理
要

綱



南アルプス国立公園指定50周年記念誌

295南アルプス国立公園　　　 指定50周年記念誌

参考資料 ● 自動車利用・林道関係
南アルプス国立公園指定50周年記念誌

附
 

則
(
平

成
2
0
年

9
月

2
9
日

条
例

第
2
6
号

)
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
(
平

成
2
6
年

3
月

1
8
日

条
例

第
2
7
号

)
 

(
施

行
期

日
)
 

1
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

2
6
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

(
経

過
措

置
)
 

2
 

白
根

簡
易

水
道

事
業

(
南

ア
ル

プ
ス

市
簡

易
水

道
事

業
の

設
置

等
に

関
す

る
条

例
(
平

成
1
5

年
南

ア
ル

プ
ス

市
条

例
第

1
5
6
号

)
第

3
条

に
規

定
す

る
白

根
簡

易
水

道
事

業
を

い
う

。
)
に

つ
い

て
は

、
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

後
の

南
ア

ル
プ

ス
市

公
営

企
業

の
設

置
等

に
関

す
る

条
例

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

南

ア
ル

プ
ス

市
水

道
事

業
か

ら
の

給
水

を
開

始
す

る
ま

で
の

間
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

は
譲

渡
(
不

動
産

の
信

託
の

場
合

を
除

き
、

土
地

に
つ

い
て

は
、

1
件

5
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も

の
に

係
る

も
の

に
限

る
。

)
又

は
不

動
産

の
信

託
の

受
益

権
の

買
入

れ
若

し
く

は
譲

渡
と

す
る

。
 

(
議

会
の

同
意

を
要

す
る

賠
償

責
任

の
免

除
)
 

第
9
条

 
法
第

3
4
条

に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
(
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号

)
第

2
4
3
条

の
2
第

8

項
の

規
定

に
よ

り
公

営
企

業
の

業
務

に
従

事
す

る
職

員
の

賠
償

責
任

の
免

除
に

つ
い

て
議

会
の

同
意

を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
場

合
は

、
当

該
賠

償
責

任
に

係
る

賠
償

額
が

1
0
万

円
以

上
で

あ
る

場
合

と
す

る
。
 

(
議

会
の

議
決

を
要

す
る

負
担

付
き

の
寄

附
の

受
領

等
)
 

第
1
0
条

 
公

営
企

業
の

業
務

に
関

し
法

第
4
0
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
条

例
で

定
め

る
も

の
は

、
負

担

付
き

の
寄

附
又

は
贈

与
の

受
領

で
そ

の
金

額
又

は
そ

の
目

的
物

の
価

額
が

1
0
0
万

円
以

上
の

も
の

及
び

法
律

上
市

の
義

務
に

属
す

る
損

害
賠

償
の

額
の

決
定

で
当

該
決

定
に

係
る

金
額

が
5
0
万

円
以

上
の

も
の

と
す

る
。

 

(
業

務
状

況
説

明
書

類
の

提
出

)
 

第
1
1
条

 
水

道
事

業
管

理
者

及
び

自
動

車
運

送
事

業
管

理
者

(
以

下
「

管
理

者
」

と
い

う
。

)
は

、
公

営
企

業
に

関
し

、
法

第
4
0
条

の
2
第

1
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

毎
事

業
年

度
4
月

1
日

か
ら

9
月

3
0
日

ま

で
の

業
務

の
状

況
を

説
明

す
る

書
類

を
1
1
月

3
0
日

ま
で

に
、
1
0
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

の
業

務

の
状

況
を

説
明

す
る

書
類

を
5
月

3
1
日

ま
で

に
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

2
 

前
項

の
業

務
の

状
況

を
説

明
す

る
書

類
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
る

と
と

も
に

、
1
1

月
3
0

日
ま

で
に

提
出

す
る

書
類

に
お

い
て

は
前

事
業

年
度

の
決

算
の

状
況

を
、

5
月

3
1
日

ま
で

に
提

出
す

る

書
類

に
お

い
て

は
同

日
の

属
す

る
事

業
年

度
の

予
算

の
概

要
及

び
事

業
の

経
営

方
針

を
そ

れ
ぞ

れ
明

ら

か
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
 

事
業

の
概

況
 

(
2
)
 

経
理

の
状

況
 

(
3
)
 

前
2
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

公
営

企
業

の
経

営
状

況
を

明
ら

か
に

す
る

た
め

管
理

者
が

必
要

と

認
め

る
事

項
 

3
 

天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事

故
に

よ
り

、
第

1
項

に
規

定
す

る
期

日
ま

で
に

同
項

の
業

務
の

状
況

を

説
明

す
る

書
類

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

管
理

者
は

、
で

き
る

だ
け

速

や
か

に
こ

れ
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
4
章

 
雑

則
 

(
委

任
)
 

第
1
2
条

 
こ

の
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

管
理

者
が

定
め

る
。

 

 附
 

則
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

1
5
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
(
平

成
1
6
年

1
2
月

2
8
日

条
例

第
4
5
号

)
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
(
平

成
1
9
年

3
月

2
0
日

条
例

第
1
0
号

)
抄

 

(
施

行
期

日
)
 

1
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

1
9
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
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そ
の
旨
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
 
林
道
の
破
損
、
決
壊
、
異
常
気
象
時
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
交
通
が
危
険
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

(
2
)
 
林
道
に
関
す
る
工
事
の
た
め
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

2
 

林
道

の
構

造
を

保
全

し
、

交
通

の
危

険
を

防
止

し
、

又
は

自
然

を
保

護
す

る
た

め
、

通
行

車
両

の
交
通

規
制
を
次
の
と
お
り
行
う
。
 

(
1
)
 

一
般

車
両

(
ア

、
イ

、
ウ

及
び

エ
以

外
の

す
べ

て
の

車
両

を
い

う
。

)
に

つ
い

て
は

、
戸

台
大

橋
ゲ

ー

ト
及
び
北
沢
峠
ゲ
ー
ト
か
ら
の
乗
入
を
禁
止
す
る
。
 

ア
 
林
業
、
治
山
事
業
用
車
両
 

南
ア

ル
プ

ス
林

道
に

係
る

地
域

の
森

林
の

管
理

経
営

及
び

林
道

の
維

持
管

理
並

び
に

治
山

事
業

に
供

す
る
車
両
 

イ
 
地
域
住
民
の
生
活
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
車
両
 

市
長
が
、
南
ア
ル
プ
ス
林
道
に
係
る
地
元
市
町
村
に
居
住
す
る
者
の
生
活
上
必
要
と
認
め
る
車
両
 

ウ
 
緊
急
用
車
両
 

交
通
事
故
、
山
岳
遭
難
、
山
火
事
消
火
等
に
係
る
車
両
 

エ
 
林
道
の
管
理
者
が
、
特
に
必
要
と
認
め
た
車
両
 

交
通

規
制

の
期

間
を

主
体

に
、

利
用

者
の

利
便

を
図

る
た

め
に

運
行

さ
れ

る
公

営
バ

ス
(
第

三
セ

ク
タ

ー
を
含
む
。
)
の
小
型
バ
ス
等
 

(
2
)
 
午
後

7
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま
で
の
間
は
、
戸
台
大
橋
か
ら
北
沢
峠
ま
で
の
区
間
に
つ
い
て
、

す
べ
て
の
車
両
の
通
行
を
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
車
両
及
び
特
に
市
長
が
必
要
と
認
め
た
車
両
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
3
)
 

異
常

気
象

時
に

お
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
林

道
の

全
区

間
に

わ
た

り
車

両
の

通
行

を
禁

止
す

る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
「
異
常
気
象
時
」
と
は
、
連
続
降
雨
量
が

1
0
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
、
時
間
当
た
り

降
雨
量
が

2
5
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
そ
れ
ぞ
れ
達
し
よ
う
す
る
と
き
、
及
び
濃
霧
に
よ
り
視
界
が

2
0
メ
ー

ト
ル
以
下
に
な
っ
た
と
き
を
い
う
。
 

(
4
)
 
前
号
の
期
間
中
林
道
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
の
発
行
す
る
通
行
証
(
様
式
第

1
号
)
の
交

付
を

受
け

、
戸

台
大

橋
ゲ

ー
ト

で
係

員
に

提
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

緊
急

車
両

及
び

公

営
の
小
型
バ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
5
)
 

市
長

は
、

交
通

の
安

全
等

を
確

保
す

る
た

め
、

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

適
切

な
通

行
規

制
を

実
施

す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
道
路
標
識
等
の
設
置
)
 

第
7
条
 
市
長
は
、
林
道
の
保
全
及
び
円
滑
な
通
行
を
図
る
た
め
、
必
要
な
場
所
に
、
道
路
標
識
そ
の
他
の

標
識
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
3
章
 
林
道
の
占
用
 

 (
占
用
の
承
諾
)
 

第
8
条
 
林
道
に
、
次
に
掲
げ
る
施
設
、
工
作
物
又
は
物
件
を
設
け
、
継
続
し
て
林
道
を
使
用
と
す
る
場
合

(
以

下
「

占
用

」
と

い
う

。
)
は

、
市

長
の

承
諾

を
得

る
も

の
と

す
る

。
承

諾
を

得
た

も
の

が
占

用
申

込

書
に

記
載

し
た

事
項

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。
た

だ
し

、
そ

の
変

更
が

軽
微

な

○
伊

那
市

南
ア

ル
プ

ス
林

道
維

持
管

理
規

則
 

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

 

規
則

第
1
0
6
号

 

目
次

 

第
1
章

 
総

則
(
第

1
条

―
第

3
条

)
 

第
2
章

 
林

道
の

管
理

(
第

4
条

―
第

7
条

)
 

第
3
章

 
林

道
の

占
用

(
第

8
条

―
第

1
2
条

)
 

第
4
章

 
林

道
の

利
用

(
第

1
3
条

―
第

1
7
条

)
 

第
5
章

 
補

則
(
第

1
8
条

)
 

附
則

 

 第
1
章

 
総

則
 

(
趣

旨
)
 

第
1
条

 
こ

の
規

則
は

、
南

ア
ル

プ
ス

林
道

(
以

下
「

林
道

」
と

い
う

。
)
の

保
全

及
び

通
行

の
規

制
並

び
に

利
用

等
に

関
す

る
事

項
を

定
め

、
も

っ
て

そ
の

効
果

を
維

持
し

、
そ

の
利

用
の

円
滑

を
図

る
た

め
、

必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

(
定

義
)
 

第
2
条

 
こ

の
規

則
に

お
い

て
「

林
道

」
と

は
、

林
道

及
び

そ
の

工
作

物
そ

の
他

一
切

の
附

属
物

を
い

う
。
 

(
林

道
の

名
称

及
び

区
間

等
)
 

第
3
条

 
こ

の
規

則
を

適
用

す
る

林
道

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

名
称

 
南

ア
ル

プ
ス

林
道

 

(
2
)
 

区
間

 
伊

那
市

長
谷

黒
河

内
2
3
2
2
番

地
7
7
(
戸

台
大

橋
)
～

黒
河

内
国

有
林

2
7
1
ハ

林
班

(
北

沢
峠

)
 

(
3
)
 

延
長

 
1
6
,
9
8
6
メ

ー
ト

ル
 

第
2
章

 
林

道
の

管
理

 

(
林

道
の

管
理

)
 

第
4
条

 
市

長
は

、
林

道
を

常
に

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

に
管

理
し

、
利

用
者

の
通

行
に

支
障

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

2
 

市
長

は
、

林
道

の
適

切
な

管
理

を
行

う
た

め
、

専
用

の
パ

ト
ロ

ー
ル

車
に

よ
り

1
日

1
回

以
上

全
線

の

パ
ト

ロ
ー

ル
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

 

3
 

林
道

の
管

理
に

関
す

る
技

術
的

基
準

そ
の

他
必

要
な

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

(
林

道
に

関
す

る
禁

止
行

為
)
 

第
5
条

 
林

道
に

関
し

て
、

次
に

掲
げ

る
行

為
を

禁
止

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 

み
だ

り
に

林
道

を
損

傷
し

、
又

は
汚

損
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 

み
だ

り
に

林
道

に
木

材
、

土
石

等
の

物
件

を
置

き
、

そ
の

他
林

道
の

構
造

又
は

交
通

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
行

為
を

す
る

こ
と

。
 

(
通

行
の

制
限

又
は

禁
止

)
 

第
6
条

 
市

長
は

、
次

に
該

当
す

る
と

き
は

、
区

間
を

定
め

て
通

行
を

禁
止

し
、
又

は
制

限
す

る
も

の
と

す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
市

長
は

、
林

道
の

入
口

そ
の

他
必

要
な

場
所

に
、
道

路
標

識
等

を
も

っ
て

、

南アルプス国立公園指定50周年記念誌南アルプス国立公園指定50周年記念誌

伊
那

市
南

ア
ル

プ
ス

林
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維
持

管
理

規
則
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実
施

す
る

戸
台

大
橋

ゲ
ー

ト
及

び
北

沢
峠

ゲ
ー

ト
(
以

下
「

ゲ
ー

ト
」

と
い

う
。

)
で

遮
断

機
を

開
閉

し

て
通

行
を

管
理

す
る

。
た

だ
し

、
利

用
状

況
か

ら
み

て
遮

断
機

を
開

閉
す

る
こ

と
が

適
当

で
な

い
ゲ

ー

ト
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

2
 

遮
断

機
は

、
市

長
が

適
当

と
認

め
る

車
両

を
通

行
さ

せ
る

と
き

以
外

は
、

常
時

閉
鎖

し
て

お
く

も
の
と

す
る

。
 

(
通

行
証

の
申

請
及

び
交

付
)
 

第
1
4
条

 
こ

の
林

道
を

利
用

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
市

長
に

別
に

定
め

る
申

請
書

(
様

式
第

3
号

)
に

よ
り

申
請

し
、

通
行

証
の

交
付

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

2
 

管
理

者
は

、
前

項
の

申
請

が
あ

っ
た

と
き

、
そ

の
利

用
が

適
当

と
認

め
た

と
き

は
、
通

行
証

(
様

式
第

1

号
)
を

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
利

用
者

の
遵

守
事

項
)
 

第
1
5
条

 
林

道
の

利
用

者
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
遵

守
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 

利
用

者
は

、
林

道
を

利
用

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

別
に

定
め

る
管

理
者

の
発

行
す

る
通

行
証

を
所

持
し

、
林

道
を

管
理

す
る

関
係

職
員

(
以

下
「

関
係

職
員

」
と

い
う

。
)
か

ら
の

提
示

の
求

め
に

応
じ

る

こ
と

。
 

(
2
)
 

林
道

を
管

理
す

る
関

係
職

員
の

指
示

に
従

う
こ

と
。

 

(
3
)
 

林
道

の
路

肩
を

使
用

し
な

い
こ

と
。

 

(
4
)
 

車
両

の
事

故
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

理
由

が
あ

る
場

合
の

ほ
か

、
駐

車
場

以
外

の
場

所
に

駐
車

し
な

い
こ

と
。

 

(
免

責
)
 

第
1
6
条

 
市

長
は

、
林

道
に

お
け

る
自

動
車

相
互

の
接

触
、

衝
突

及
び

利
用

者
の

故
意

又
は

過
失

に
よ

る

事
故

若
し

く
は

盗
難

等
の

被
害

又
は

天
災

等
の

不
可

抗
力

に
よ

り
生

じ
た

損
害

に
つ

い
て

は
、

そ
の

責

任
を

負
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

 

(
利

用
者

の
損

害
賠

償
義

務
)
 

第
1
7
条

 
利

用
者

は
、

そ
の

責
め

に
帰

す
べ

き
理

由
に

よ
り

林
道

を
損

傷
し

、
又

は
滅

失
し

た
と

き
は

、

市
長

の
指

示
に

従
い

、
こ

れ
を

原
状

に
回

復
し

、
又

は
そ

の
損

害
を

賠
償

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
5
章

 
補

則
 

(
補

則
)
 

第
1
8
条

 
こ

の
規

則
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

市
長

が
別

に
定

め
る

。
 

附
 

則
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
(
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日

規
則

第
1
9
号

)
 

こ
の

規
則

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

様
式

 
略

 

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(
1
)
 

林
産

物
、

鉱
産

物
等

の
集

積
場

又
は

積
載

施
設

 

(
2
)
 

工
事

用
施

設
又

は
工

事
用

材
料

置
場

そ
の

他
の

施
設

 

(
3
)
 

電
柱

、
広

告
塔

そ
の

他
こ

れ
等

に
類

す
る

物
件

 

(
4
)
 

用
排

水
路

、
導

水
管

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

物
件

 

(
5
)
 

看
板

、
標

識
、

ア
ー

チ
類

 

(
6
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
林

道
の

構
造

又
は

交
通

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
施

設
、

工
作

物
又

は
物

件
 

2
 

前
項

の
承

諾
を

得
よ

う
と

す
る

も
の

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
込

書
を

市
長

に
提

出
す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 

占
用

の
目

的
 

(
2
)
 

占
用

の
期

間
 

(
3
)
 

占
用

の
場

所
 

(
4
)
 

施
設

、
工

作
物

又
は

物
件

の
構

造
 

(
5
)
 

工
事

の
実

施
方

法
 

(
6
)
 

工
事

の
実

施
時

期
 

(
7
)
 

復
旧

方
法

 

3
 

市
長

は
、

第
1
項

の
承

諾
を

与
え

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

そ
の

地
域

を
管

轄
す

る
警

察
署

長
に

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
占

用
料

の
徴

収
)
 

第
9
条

 
占

用
の

承
諾

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

は
、
占

用
料

を
納

付
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
市

長

は
、

公
用

又
は

公
共

用
の

占
用

に
つ

い
て

は
、

占
用

料
を

免
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

2
 

占
用

料
金

は
、

長
野

県
道

路
占

用
料

徴
収

条
例

(
昭

和
4
3
年

長
野

県
条

例
第

2
1
号

)
に

定
め

る
額

を
準

用
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
林

道
が

国
有

林
野

を
借

地
し

て
い

る
区

間
に

係
る

占
用

で
、

営
林

局

(
署

)
の

事
業

の
た

め
の

占
用

料
金

は
、

管
理

者
と

営
林

局
(
署

)
長

と
の

協
議

に
よ

る
額

と
す

る
。

 

(
占

用
施

設
の

譲
渡

)
 

第
1
0
条

 
占

用
施

設
は

、
管

理
者

の
承

諾
を

得
な

け
れ

ば
、

他
に

譲
渡

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

(
原

状
の

回
復

)
 

第
1
1
条

 
占

用
者

は
、

占
用

期
間

が
満

了
し

た
場

合
又

は
占

用
を

廃
止

し
た

場
合

に
は

、
占

用
施

設
を

除

去
し

、
林

道
を

原
状

に
回

復
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

2
 

市
長

は
、

占
用

者
に

対
し

て
前

項
に

よ
る

原
状

の
回

復
又

は
原

状
に

回
復

す
る

こ
と

が
不

適
当

な
場
合

は
、

こ
れ

ら
の

措
置

に
関

し
必

要
な

指
示

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
添

加
物

件
に

関
す

る
適

用
)
 

第
1
2
条

 
占

用
施

設
に

関
し

、
新

た
な

物
件

を
添

加
し

よ
う

と
す

る
行

為
は

、
新

た
な

占
用

と
み

な
し

、

こ
の

章
の

規
定

を
適

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

第
4
章

 
林

道
の

利
用

 

(
利

用
の

た
め

の
管

理
)
 

第
1
3
条

 
市

長
は

、
林

道
を

利
用

し
よ

う
と

す
る

す
べ

て
の

車
両

に
つ

い
て

、
通

行
車

両
の

交
通

規
制

を

南アルプス国立公園指定50周年記念誌
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第
4
条
の

3
 
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
生
じ
た
資
本
剰
余
金
は
、
そ
の
源
泉
別
に
当
該
内
容
を
示
す
名
称
を

付
し
た
科
目
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 

資
本

剰
余

金
に

整
理

す
べ

き
資

本
的

支
出

に
充

て
る

た
め

に
交

付
さ

れ
た

補
助

金
、

負
担

金
そ

の
他
こ

れ
ら

に
類

す
る

金
銭

又
は

物
件

(
以

下
「

補
助

金
等

」
と

い
う

。
)
を

も
っ

て
取

得
し

た
資

産
で

、
当

該

資
産

の
取

得
に

要
し

た
価

額
か

ら
そ

の
取

得
の

た
め

に
充

て
た

補
助

金
等

の
金

額
に

相
当

す
る

金
額

(
物

件
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
適

正
な

見
積

価
額

を
い

う
。

)
を

控
除

し
た

金
額

を
帳

簿
原

価
又

は
帳

簿
価

額
と

み
な

し
て

減
価

償
却

を
行

う
も

の
の

う
ち

、
減

価
償

却
を

行
わ

な
か

っ
た

部
分

に
相

当
す

る
も

の

が
滅

失
し

、
又

は
こ

れ
を

譲
渡

し
、

撤
去

し
、

若
し

く
は

廃
棄

し
た

場
合

に
お

い
て

、
損

失
を

生
じ

た

と
き
は
、
当
該
資
本
剰
余
金
を
取
り
崩
し
て
当
該
損
失
を
う
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
欠
損
の
処
理
)
 

第
4
条
の

4
 
法
第

3
2
条
の

2
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
利
益
を
も
っ
て
欠
損
金
を

う
め
、
な
お
欠
損
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
利
益
積
立
金
を
も
っ
て
う
め
る
も
の
と
す
る
。
 

2
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

利
益

積
立

金
を

も
っ

て
欠

損
金

を
う

め
て

も
、

な
お

欠
損

金
に

残
額

が
あ

る
と
き

は
、

翌
事

業
年

度
へ

繰
り

越
す

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

建
設

改
良

積
立

金
及

び
災

害
準

備
積

立
金

を

も
っ
て
う
め
、
な
お
欠
損
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
資
本
剰
余
金
(
前
条
の
規
定
に
よ
り
取
り
崩
す
こ

と
が
で
き
る
部
分
を
除
く
。
)
を
も
っ
て
う
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
重
要
な
資
産
の
取
得
及
び
処
分
)
 

第
5
条
 
法
第

3
3
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
、
予
算
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
動
車
運
送
事
業
の
用

に
供
す
る
資
産
の
取
得
及
び
処
分
は
、
予
定
価
格
(
適
正
な
対
価
を
得
て
す
る
売
払
以
外
の
方
法
に
よ
る

譲
渡
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
見
積
価
格
)
が

2
,
0
0
0
万
円
以
上
の
不
動
産
若
し
く
は
動
産
の
買
入
れ

若
し
く
は
譲
渡
(
不
動
産
の
信
託
の
場
合
を
除
き
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
1
件

5
,
0
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の

も
の

に
係

る
も

の
に

限
る

。
)
又

は
不

動
産

の
信

託
の

受
益

権
の

借
入

れ
若

し
く

は
譲

渡
と

す
る

。
 

(
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
)
 

第
6
条
 
法
第

3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
(
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
)
第

2
4
3
条

の
2
第

8

項
の

規
定

に
よ

り
、

自
動

車
運

送
事

業
の

業
務

に
従

事
す

る
職

員
の

賠
償

責
任

の
免

除
に

つ
い

て
、

議

会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
免
除
の
額
が

1
0
万
円
を
超
え
る

場
合
と
す
る
。
 

(
議
会
の
議
決
を
要
す
る
負
担
附
き
の
寄
附
の
受
領
等
)
 

第
7
条
 
自
動
車
運
送
事
業
の
業
務
に
関
し
法
第

4
0
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
 

負
担

附
き

の
寄

附
又

は
贈

与
の

受
領

で
そ

の
負

担
と

な
る

べ
き

も
の

の
見

積
価

格
が

5
0

万
円

を
超

え
る
も
の
 

(
2
)
 
法
律
上
市
の
義
務
に
属
す
る
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
で
、
当
該
決
定
に
係
る
金
額
が

5
0
万
円
(
交
通

事
故
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
1
0
0
万
円
)
を
超
え
る
も
の
 

(
3
)
 
訴
え
の
提
起
で
、
訴
訟
物
の
価
格
が

5
0
万
円
を
超
え
る
も
の
 

(
4
)
 
和
解
及
び
調
停
で
、
そ
の
目
的
物
の
価
格
が

5
0
万
円
を
超
え
る
も
の
 

(
5
)
 
審
査
請
求
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
、
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
 

(
業
務
状
況
説
明
書
類
の
提
出
)
 

○
伊

那
市

自
動

車
運

送
事

業
の

設
置

等
に

関
す

る
条

例
 

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

 

条
例

第
2
0
6
号

 

(
趣

旨
)
 

第
1
条

 
こ
の

条
例

は
、

地
方

公
営

企
業

法
(
昭

和
2
7
年

法
律

第
2
9
2
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

)
及

び

地
方

公
営

企
業

法
施

行
令

(
昭

和
2
7
年

政
令

第
4
0
3
号

。
以

下
「

令
」

と
い

う
。

)
の

規
定

に
基

づ
き

、

伊
那

市
自

動
車

運
送

事
業

(
こ

れ
ら

に
附

帯
す

る
事

業
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

)
の

設
置

等
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

(
自

動
車

運
送

事
業

の
設

置
)
 

第
2
条

 
乗

合
自

動
車

に
よ

る
旅

客
の

運
送

を
行

う
た

め
、

伊
那

市
に

自
動

車
運

送
事

業
を

設
置

す
る

。
 

(
経

営
の

基
本

)
 

第
3
条

 
自

動
車

運
送

事
業

は
、
常

に
企

業
の

経
済

性
を

発
揮

す
る

と
と

も
に

、
公

共
の

福
祉

を
増

進
す

る

も
の

と
す

る
。

 

2
 

自
動

車
運

送
事

業
の

事
業

区
域

等
の

計
画

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

事
業

区
域

 

南
ア

ル
プ

ス
林

道
の

区
域

内
の

伊
那

市
長

谷
黒

河
内

2
,
8
7
3
番

地
の

2
、
南

ア
ル

プ
ス

林
道

と
国

道
1
5
2

号
線

分
岐

点
か

ら
黒

河
内

国
有

林
2
7
1
林

班
、

北
沢

峠
ま

で
の

区
間

 

(
2
)
 

営
業

路
線

 
2
2
.
9
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

内
 

(
3
)
 

保
有

車
輌

数
 

1
5
両

以
内

 

(
組

織
)
 

第
4
条

 
法

第
7
条

た
だ

し
書

及
び

令
第

8
条

の
2
の

規
定

に
よ

り
、
自

動
車

運
送

事
業

に
管

理
者

を
置

か

な
い

も
の

と
す

る
。

 

2
 

法
第

1
4
条

の
規

定
に

よ
り

、
自

動
車

運
送

事
業

管
理

者
の

権
限

を
行

う
市

長
(
以

下
「

管
理

者
」

と
い

う
。
)
の

権
限

に
属

す
る

事
務

を
処

理
さ

せ
る

た
め

、
長

谷
総

合
支

所
に

南
ア

ル
プ

ス
林

道
管

理
室

を
置

く
。

 

(
利

益
の

処
分

の
方

法
及

び
積

立
金

の
取

崩
し

)
 

第
4
条

の
2
 

自
動

車
運

送
事

業
は

、
毎

事
業

年
度

生
じ

た
利

益
の

う
ち

法
第

3
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ

り
前

事
業

年
度

か
ら

繰
り

越
し

た
欠

損
金

を
う

め
た

後
の

残
額

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
残

額
の

全
部

又

は
一

部
を

利
益

積
立

金
、

建
設

改
良

積
立

金
又

は
災

害
準

備
積

立
金

と
し

て
積

み
立

て
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

2
 

前
項

に
規

定
す

る
積

立
金

は
、

次
に

定
め

る
目

的
の

た
め

積
み

立
て

る
も

の
と

し
、

そ
の

目
的

以
外
の

使
途

に
は

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

(
1
)
 

利
益

積
立

金
 

欠
損

金
を

う
め

る
目

的
 

(
2
)
 

建
設

改
良

積
立

金
 

建
設

改
良

費
に

充
て

る
目

的
 

(
3
)
 

災
害

準
備

積
立

金
 

災
害

に
よ

る
不

時
の

損
失

に
備

え
る

目
的

 

3
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

あ
ら

か
じ

め
議

会
の

議
決

を
経

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
積

立
金

を
そ
の

目
的

以
外

の
使

途
に

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
資

本
剰

余
金

)
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○
伊
那
市
自
動
車
運
送
事
業
の
市
営
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
規
程
 

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日
 

公
営
企
業
管
理
規
程
第

1
6
号
 

 
(
趣
旨
)
 

第
1
条
 
こ
の
規
程
は
、
伊
那
市
自
動
車
運
送
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
(
平
成

1
8
年
伊
那
市
条
例
第

2
0
6
号
)
に
基
づ
き
、
伊
那
市
自
動
車
運
送
事
業
の
市
営
バ
ス
の
運
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。
 

(
運
行
回
数
)
 

第
2
条
 
運
行
回
数
は
、
1
日

4
往
復
と
す
る
。
 

(
運
行
時
刻
)
 

第
3
条
 
運
行
時
刻
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(
運
行
期
間
)
 

第
4
条
 
運
行
期
間
は
、
毎
年

4
月

2
5
日
か
ら

1
1
月

1
5
日
ま
で
の
全
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
補
則
)
 

第
5
条
 
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
バ
ス
の
運
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
自
動
車
運
送
事
業
管

理
者
の
権
限
を
行
う
市
長
が
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
程
は
、
平
成

1
8
年

3
月

3
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 
則
(
平
成

1
9
年

4
月

2
4
日
公
企
管
規
程
第

1
号
)
 

こ
の
規
程
は
、
平
成

1
9
年

4
月

2
4
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

第
8
条

 
管
理

者
は

、
自

動
車

運
送

事
業

に
関

し
、

法
第

4
0
条

の
2
第

1
項
の

規
定

に
よ

り
、

毎
事

業
年

度
4
月

1
日

か
ら

9
月

3
0
日

ま
で

の
業

務
の

状
況

を
説

明
す

る
書

類
を

1
1
月

3
0
日

ま
で

に
、
1
0
月

1

日
か

ら
3
月

3
1
日

ま
で

の
業

務
の

状
況

を
説

明
す

る
書

類
を

5
月

3
1
日

ま
で

に
市

長
に

提
出

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

2
 

前
項

の
業

務
の

状
況

を
説

明
す

る
書

類
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
る

と
と

も
に

、
1
1

月
3
0

日
ま

で
に

作
成

す
る

書
類

に
お

い
て

は
前

事
業

年
度

の
決

算
の

状
況

を
、

5
月

3
1
日

ま
で

に
作

成
す

る

書
類

に
お

い
て

は
同

日
の

属
す

る
事

業
年

度
の

予
算

の
概

要
及

び
事

業
の

経
営

方
針

を
そ

れ
ぞ

れ
明

ら

か
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
 

事
業

の
概

況
 

(
2
)
 

経
理

の
状

況
 

(
3
)
 

前
2
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

自
動

車
運

送
事

業
の

経
営

状
況

を
明

ら
か

に
す

る
た

め
、

市
長

が

必
要

と
認

め
る

事
項

 

3
 

天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事

故
に

よ
り

、
第

1
項

に
定

め
る

期
日

ま
で

に
同

項
の

業
務

を
説

明
す

る

書
類

を
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

管
理

者
は

、
で

き
る

だ
け

速
や

か
に

こ

れ
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

附
 

則
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
(
平

成
2
4
年

3
月

3
0
日

条
例

第
1
9
号

)
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

2
4
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
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伊
那

市
自

動
車

運
送

事
業

の
市

営
バ

ス
の

運
行

に
関

す
る

規
程
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別
表
(
第

3
条
関
係
)
 

運
行
時
刻
表
 

戸
台
口
→
北
沢
峠
 

行
先
 

戸
台
口
 

仙
流
荘
 

戸
台
大
橋
 

歌
宿
 

北
沢
峠
 

※
 
6
：
0
0
 

6
：
0
5

6
：
1
5

6
：
4
5
 

7
：
0
0

8
：
0
0
 

8
：
0
5

8
：
1
5

8
：
4
5
 

9
：
0
0

1
0
：
0
0
 

1
0
：
0
5

1
0
：
1
5

1
0
：
4
5
 

1
1
：
0
0

△
 
1
2
：
4
0
 

1
2
：
4
5

1
2
：
5
5

1
3
：
2
5
 

1
3
：
4
0

北
沢
峠
 

1
4
：
0
5
 

1
4
：
1
0

1
4
：
2
0

1
4
：
5
0
 

1
5
：
0
5

 
 

 
 

 
 

 

北
沢
峠
→
戸
台
口
 

行
先
 

北
沢
峠
 

歌
宿
 

戸
台
大
橋
 

仙
流
荘
 

戸
台
口
 

※
 
7
：
2
0
 

7
：
3
5

8
：
0
0

8
：
1
0
 

8
：
1
5

1
0
：
0
0
 

1
0
：
1
5

1
0
：
4
0

1
0
：
5
0
 

1
0
：
5
5

1
3
：
0
0
 

1
3
：
1
5

1
3
：
4
0

1
3
：
5
0
 

1
3
：
5
5

△
 
1
5
：
0
0
 

1
5
：
1
5

1
5
：
4
0

1
5
：
5
0
 

1
5
：
5
5

戸
台
口
 

1
6
：
0
0
 

1
6
：
1
5

1
6
：
4
0

1
6
：
5
0
 

1
6
：
5
5

 4
月

2
5
日
か
ら

6
月

1
4
日
ま
で
は
、
歌
宿
ま
で
運
行
 

※
印
は
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
(
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
7
8
号
)
に
規
定
す
る

休
日
並
び
に

7
月

1
6
日
か
ら

8
月

3
1
日
ま
で
の
毎
日
運
行
 

△
印
は
、
※
印
以
外
の
日
に
運
行
 

伊
那

市
自

動
車

運
送

事
業

の
市

営
バ

ス
の

運
行

に
関

す
る

規
程



南アルプス国立公園指定50周年記念誌

301南アルプス国立公園　　　 指定50周年記念誌

「
南
ア
ル
プ
ス
・
ス
ー
パ
ー
林
道
」
に
つ
い
て
(「
國
立
公
園
」
19
79
年
11
月
号
N
o.
36
0
号
抜
粋
）

参考資料 ● 自動車利用・林道関係
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「
南
ア
ル
プ
ス
・
ス
ー
パ
ー
林
道
」
に
つ
い
て
(「
國
立
公
園
」
19
79
年
11
月
号
N
o.
36
0
号
抜
粋
）
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参考資料 ● 自動車利用・林道関係
南アルプス国立公園指定50周年記念誌
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304南アルプス国立公園　　　 指定50周年記念誌

「
南
ア
ル
プ
ス
・
ス
ー
パ
ー
林
道
」
に
つ
い
て
(「
國
立
公
園
」
19
79
年
11
月
号
N
o.
36
0
号
抜
粋
）



南アルプス国立公園指定50周年記念誌

305南アルプス国立公園　　　 指定50周年記念誌

参考資料 ● 自動車利用・林道関係
南アルプス国立公園指定50周年記念誌
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306南アルプス国立公園　　　 指定50周年記念誌

「
南
ア
ル
プ
ス
・
ス
ー
パ
ー
林
道
」
に
つ
い
て
(「
國
立
公
園
」
19
79
年
11
月
号
N
o.
36
0
号
抜
粋
）
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参考資料 ● 自動車利用・林道関係
南アルプス国立公園指定50周年記念誌

「
國
立
公
園
」
19
79
年
11
月
号
N
o.
36
0
号
表
紙
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308南アルプス国立公園　　　 指定50周年記念誌

南
ア
ル
プ
ス
・
ス
ー
パ
ー
林
道
問
題
に
つ
い
て
の
環
境
庁
長
官
談
話
�
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参考資料 ● 自動車利用・林道関係
南アルプス国立公園指定50周年記念誌
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南
ア
ル
プ
ス
・
ス
ー
パ
ー
林
道
問
題
に
つ
い
て
の
環
境
庁
長
官
談
話
�
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参考資料 ● 自動車利用・林道関係
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○
静

岡
市

南
ア

ル
プ

ス
ユ

ネ
ス

コ
エ

コ
パ

ー
ク

に
お

け
る

林
道

の
管

理
に

関
す

る
条

例
 平
成

26
年

12
月

12
日

 

条
例

第
13

8号
 

(
目

的
) 

第
1条

 
こ

の
条

例
は

、
南

ア
ル

プ
ス

が
国

際
連

合
教

育
科

学
文

化
機

関
が

実
施

す
る

生
物

圏
保

存
地

域
に

登
録

さ
れ

た
こ

と
を

踏
ま

え
、

当
該

登
録

に
係

る
南

ア
ル

プ
ス

生
物

圏
保

存
地

域
(以

下
「

南
ア

ル
プ

ス

ユ
ネ

ス
コ

エ
コ

パ
ー

ク
」

と
い

う
。

)の
森

林
の

有
す

る
多

面
的

機
能

が
持

続
的

に
発

揮
さ

れ
る

こ
と

の

重
要

性
に

鑑
み

、
南

ア
ル

プ
ス

ユ
ネ

ス
コ

エ
コ

パ
ー

ク
に

存
す

る
林

道
に

つ
い

て
、
静

岡
市

法
定

外
公

共

物
管

理
条

例
(平

成
1
5年

静
岡

市
条

例
第

2
52
号

)に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

そ
の

管
理

又
は

通
行

に
関

し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
林

道
の

機
能

の
保

全
及

び
そ

の
通

行
の

安
全

を
図

る
と

と
も

に
、

環
境

と
調

和
し

た
健

全
な

林
道

の
利

用
を

確
保

し
、
も

っ
て

林
業

の
振

興
、
林

道
周

辺
の

森
林

の
有

す
る

多
面

的
機

能
及

び
自

然
環

境
の

保
全

並
び

に
地

域
社

会
の

発
展

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

(
定

義
) 

第
2条

 
こ

の
条

例
に

お
い

て
「

林
道

」
と

は
、

森
林

の
適

正
な

整
備

及
び

保
全

を
図

る
目

的
で

設
置

さ
れ

た
道

路
(道

路
法

(昭
和

27
年

法
律

第
18

0号
)第

3条
に

規
定

す
る

道
路

を
除

く
。
)並

び
に

こ
れ

に
附

属
す

る
工

作
物

、
物

件
及

び
施

設
で

、
南

ア
ル

プ
ス

ユ
ネ

ス
コ

エ
コ

パ
ー

ク
に

存
す

る
も

の
の

う
ち

、
市

長
が

管
理

す
る

も
の

を
い

う
。

 

(
林

道
の

通
行

許
可

) 

第
3条

 
林

道
を

通
行

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
あ

ら
か

じ
め

市
長

の
許

可
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(
1
) 

林
産

物
の

搬
出

若
し

く
は

造
林

、
間

伐
、

伐
採

等
の

森
林

施
業

又
は

農
作

業
の

た
め

に
通

行
す

る

と
き

。
 

(
2
) 

当
該

林
道

の
沿

線
に

居
住

す
る

住
民

及
び

そ
の

関
係

者
が

、
当

該
住

民
の

日
常

生
活

の
た

め
に

通

行
す

る
と

き
。

 

(
3
) 

登
山

、
ハ

イ
キ

ン
グ

、
散

策
、

公
共

施
設

の
利

用
等

の
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
の

た
め

に
通

行
す

る

と
き

。
 

(
4
) 

徒
歩

又
は

軽
車

両
に

よ
り

通
行

す
る

と
き

。
 

(
5
) 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
市

長
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
。

 

2
 

市
長

が
指

定
す

る
路

線
に

つ
い

て
は

、
前

項
第

1号
か

ら
第

3号
ま

で
の

規
定

は
、

適
用

し
な

い
。

 

3
 

市
長

は
、

第
1項

の
許

可
の

際
、

林
道

の
管

理
上

必
要

な
条

件
を

付
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
通

行
の

不
許

可
) 

第
4条

 
市

長
は

、
前

条
第

1項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

に
係

る
林

道
の

通
行

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
こ

れ
を

許
可

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。
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静
岡
市
南
ア
ル
プ
ス
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
に
お
け
る
林
道
の
管
理
に
関
す
る
条
例

南
ア
ル
プ
ス
・
ス
ー
パ
ー
林
道
問
題
に
つ
い
て
の
環
境
庁
長
官
談
話
�
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参考資料 ● 自動車利用・林道関係

(
1
) 

林
産
物
の
搬
出
若
し
く
は
造
林
、
間
伐
、
伐
採
等
の
森
林
施
業
又
は
農
作
業
の
た
め
の
通
行
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

(
2
) 

林
道
を
損
傷
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
林
道
の
通
行
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

(
3
) 

林
道
の
設
置
目
的
に
反
し
、
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

(
4
) 

林
道
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

(
林
道
の
通
行
者
の
責
務
) 

第
5条

 
林
道
を
通
行
す
る
者
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
事
項
及
び
標
識
等
の
指
示
事
項
を
遵
守
し
、
森
林

の
適
正
な
整
備
及
び
保
全
を
図
る
目
的
で
通
行
す
る
者
を
優
先
し
、
林
道
の
機
能
及
び
林

道
周
辺
の
自
然

環
境
の
保
全
並
び
に
交
通
の
安
全
に
留
意
し
て
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
危
険
防
止
の
指
示
) 

第
6条

 
市
長
は
、
林
道
の
沿
線
に
あ
る
土
石
(砂

を
含
む
。
以
下
同
じ
。

)、
竹
木
、
工
作
物
等
が
林
道
を

損
傷
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
林
道
の
通
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
所
有

者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
禁

止
行
為
) 

第
7条

 
何
人
も
、
林
道
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(
1
) 

林
道
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
す
る
こ
と
。
 

(
2
) 

林
道
に
土
石
、
竹
木
及
び
ご
み
、
ふ
ん
尿
、
鳥
獣
の
死
体
そ
の
他
の
汚
物
若
し
く
は
廃
物
を
投
棄

し
、
又
は
堆
積
す
る
こ
と
。
 

(
3
) 

林
道
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
。
 

(
4
) 

前
3号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
林
道
の
設
置
目
的
、
機
能
等
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
を
す
る
こ
と
。
 

(
通
行
規
制
の
実
施
及
び
解
除
) 

第
8条

 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
林
道
の
適
切
な
維
持
管
理
又
は
通
行
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
路
線
及
び
区
間
を
定
め
て
そ
の
通
行
の
禁
止
又
は
制
限

(
以
下
「
通
行
規
制
」
と
い
う
。
)を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
) 

林
道
が
破
損
し
、
若
し
く
は
決
壊
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

(
2
) 

林
道
に
関
す
る
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
。
 

(
3
) 

大
雨
、
濃
霧
、
積
雪
、
路
面
の
凍
結
等
の
異
常
気
象
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

(
4
) 

崩
土
、
落
石
、
倒
木
等
を
伴
う
自
然
災
害
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
 

(
5
) 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
通
行
規
制
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。
 

2
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
林
道
の
通
行
規
制
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を

標
識
に
よ
る
表
示
、
広
報
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
市
民
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
に
通

行
規
制
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
周
知
の
措
置
は
、
通
行
規
制
の
実
施
後
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
 

3
 
市
長
は
、
第
1項

の
規
定
に
よ
り
通
行
規
制
を
し
た
林
道
に
つ
い
て
通
行
規
制
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
当
該
通
行
規
制
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
は

、
併
せ
て

そ
の
旨
を
広
報
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
市
民
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
許
可
の
取
消
し
等
) 

第
9条

 
第
3条

第
1項

の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

市
長
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
林
道
の
通
行
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
原
状
回
復
等
必
要
な
措
置

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
) 

虚
偽
又
は
不
正
な
手
段
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
と
き
。
 

(
2
) 

第
3条

第
3項

の
規
定
に
よ
り
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
す
る
と
き
。
 

(
3
) 

林
道
の
通
行
が
第
4条

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。
 

(
4
) 

第
7条

各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き
。
 

(
5
) 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。
 

(
違
反
に
対
す
る
措
置
) 

第
10
条
 
市
長
は
、
こ
の
条
例
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
林
道
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
損

害
賠
償
) 

第
11
条
 
林
道
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
委
任
) 

第
12
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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